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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

本市の人口は、平成１２年の１２８，９１７人をピークに減少傾向が見られ、令

和２年の国勢調査で１１９，３６７人となっている。 

平成２２年から令和２年までの年齢区分別人口の変動は、１５歳未満の年少人口

が減少（人口割合１４．２％→１１．８％）、１５歳以上６４歳未満の生産年齢人

口も減少（人口割合６４．３％→６０．９％）する一方で、６５ 歳以上の老齢人

口は増加（人口割合２０．７％→２７．２％）しており、高齢化率の上昇が顕著に

なっている。 

本市の産業は、製造業を中心とするものづくり産業とそれを下支えするサービス

産業が活発な地域である。特に、製造業は、域外経済の流入という面においても市

内経済に重要な役割を果たしている。 

現在、中小企業者を中心に人手不足が深刻化する中、生産年齢人口が減少傾向で

ある状況を踏まえると、現在の生産力を維持・向上させるためには、労働生産性を

向上させる事が必須である。そのため本計画により中小企業者の先端設備等の導入

を促進し、労働生産性の向上を図ることとする。 

 

（２）目標 

本計画期間中に４０件の先端設備等導入計画の認定を行うことで、中小企業者の

労働生産性の向上を図り、本市の産業基盤の安定・強化、中小事業者の競争力強化、

安定した雇用の創出、活力にあふれた地域経済・産業の実現を目標とする。 
 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した中小企業者の労働生産性（中小企業等の経営強化

に関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とす

る。  

 

 

２ 先端設備等の種類 

中小企業者による幅広い取組を促すため、中小企業等経営強化法施行規則第７条

第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

中小企業者による幅広い取組を促すため、市内におけるすべての地域とする。   



 

（２）対象業種・事業 

中小企業者による幅広い取組を促すため、市内におけるすべての業種・事業等と 

する。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

①人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用

の安定に配慮する。 

②労働者に対し過度な負担を強いる取組を先端設備等導入計画の認定の対象とし

ない等、労働者の雇用環境や労働時間に配慮する。 

③公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先

端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。   


